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午前・午後 １時 ６分 

東郷町議会議長 柘植三良 殿 

                東郷町議会議員 

                議席番号 ９ 番  氏名 石川 正   ㊞ 

一 般 質 問 通 告 書 

東郷町議会会議規則第５９条第２項の規定により、次の事項について

質問したいので通告します。  

記  

                            №  １－１   

質問事項  質   問   要   旨  答弁者  

  

１．給食でのアレ

ルギー事故防止の

ために  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．運動機能の低

下（ロコモ）予防

を  

 

 

 

 

 

 

 

 

３．放課後子ども

教室の課題と今後

の展開  

 本町においては、給食ｱﾚﾙｷﾞｰ事故は発生し

てないと認識している。H26/3 文科省の有識者

会議は新たな食物ｱﾚﾙｷﾞｰ対策をまとめた。本

町での給食ｱﾚﾙｷﾞｰ対策の現状とこの対応につ

いて質問します。  

（１）保育園、小中学校での食物ｱﾚﾙｷﾞｰの対

象者数は、地域差はあるのか。  

（２）本町での給食ｱﾚﾙｷﾞｰ対策の具体的実施

事項は（おかわりの有無、容器の識別

などを含め）。  

（３）H26/3 文科省通知による給食に於ける

食物ｱﾚﾙｷﾞｰ対応の実施状況は。  

（４）岐阜県輪之内町で導入の児童と献立を  

  PC でチェックについて。  

 

本町でも要支援・要介護が必要な人は毎年

約 10%増えている。この要因に骨や関節、筋

肉などの衰えによる運動機能の低下（ロコモ）

がある。この予防について質問します。  

（１）  要支援・要介護での運動器の障害実態

は、どうなっているのか。  

（２）  健康診断などでロコモ度を確認してい

るか。（質問、ロコモ度テスト）  

（３）  ロコモ運動の展開についての考えは。  

 

H26/6 から 5 校目として諸輪小で放課後子

ども教室が開始される。これまでの放課後子

ども教室から見えてきた課題と今後の展開に

ついて質問する。  

（１）ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰを含め指導員数はどの位か。 

（２）利用実態などから見えてきた課題は。  

（４）  児童館との関係なども含めその対策は  

（５）  放課後子ども教室の今後の展開は。  

町長  

担当部長  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町長  

担当部長  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町長  

担当部長  

 （注）要旨は、具体的に記載すること。  


